
本人確認書類について 

 

 本人確認書類として使用できるものは、以下の通りです。 

 

・運転免許証 

・マイナンバーカード 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・運転経歴証明書（西暦2012年 4月 1日以降に発行されたものに限る） 

・宅地建物取引主任者証 

・管理業務主任者証 

・小型船舶操縦免許証 

・海技免状 

・電気工事士免状 

・無線従事者免許証 

・航空従事者技能証明書 

・動力車操縦者運転免許証 

・労働安全衛生法による免許証 

・労働安全衛生法による技能講習修了証明書 

・消防設備士免状 

・猟銃・空気銃所持許可証 

・船員手帳 

 

 

【注意】 

・有効期限内のものに限ります。（引渡し完了日まで） 

・健康保険被保険者証、資格確認書及び個人番号の通知カードは本人確

認書類として使用できません。 

 


